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占

の

本

質

二
・
完
)

1
1土
方
設
投
白
描
占
設
に
つ
い
て

1
1

両

田

イ呆

s馬

目

女

九
、
土
方
教
授
白
濁
占
詑

十
、
燭
占
慣
絡
田
陣
界
に
つ
い
て

十
一
、
土
方
敬
授
の
刑
潤
の
猫
占
詑

十
一
一
、
結
論

九

土
方
教
授
の
調
占
説

私
は
一
具
に
準
み
て
、
他
の
異
色
ゐ
る
、
而
し
て
オ
ッ
ペ

y
ρ
4
7
ア
の
そ
れ
さ
密
接
な
Z
類
絡
を
有
す
る
士
方

成
美
数
授
の
濁
占
本
質
視
を
考
察
し
た
い
。
此
際
延
い

τは
実
利
潤
の
濁
占
設
を
見
る
の
に
此
二
者
が
深
〈
相
聯

絡
し
て
不
可
離
の
関
係
に
立
て
る
が
放
で
あ
る
。

土
方
教
授
仁
よ
れ
ば
、
猫
占
獄
態
ご
は
経
務
カ
の
不
等
な
る
航
態
で
あ
る
。
「
吾
人
は
自
由
競
守
ご
濁
占
ご
の

二
紋
態
を
厳
格
に
意
義
ゐ
る
如
〈
別
た
ん
ご
す
る
な
ら
ば
、
経
済
力
の
卒
等
航
態
、
不
平
等
状
態

ω
二
ご
す
る
外

論

叢

濁
占
白
本
質

第
十
九
谷

(
第
六
掠

) 

^ 
:1J. 



前
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入
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抗
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濁
占
の
本
質

は
な
い
吉
信
中
る
』
『
オ
ツ
ペ
ン
川
イ
マ
ア
が
法
律
上
又
は
事
賃
上
の
カ
の
放
態
冨

R
r
q
2
5
2
2
を
以
っ
て
濁

占
の
本
質

Z
L、
今
日
の
市
場
に
於
て
成
立
す
る
債
格
は
殆
ん
ど
総

τ調
占
債
格
で
あ
る
さ
な
す
は
理
論
上
一
貫

し
て
居
る
ご
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
o
然
ら
ぽ
致
授
は
何
故
に
供
給
量
の
統
一
的
調
節
Z
云
ふ
古
き
濁
占
概
念

を
す

τ、
此
新
概
念
を
採
ら
る
、
か
。
蓄
量
』
濁
占
概
念
を
し
て
皐
閥
的
に
意
義
あ
ら
し
め
な
が
活
に
は
を
の
意
味

す
る
所
の
濁
占
が
債
格
の
成
立
紋
態
を
特
異
な
ら
し
む
る
事
貫
あ
る
を
要
す
る
。
然
る
に
、
此
特
異
性
ご
見
る
べ

き
も
の
は
『
費
用
以
上
の
徐
剰
刺
盆
」
(
私
の
一
五
ム
超
費
徐
剰
)
の
形
成
で
あ
る
o
此
像
剰
刺
盆
を
も
も
来
す
も
の
は

奮
き
意
味
の
濁
占
に
非
す
し
て
、
経
済
力
の
不
等
で
あ
る
。

寸
『
併
し
問
題
は
之
撃
の
ニ
献
憩
白
岡
に
付
い
て
、
債
格
の
成
立
朕
惑
が
如
何
に
異
る
か
と
一
目
ふ
事
て
あ
る
。
若
し
償
絡
の
成
立
献
態
が
呉
ら
な
い

(
 

な
ら
ば
早
に
統
一
的
調
節
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
濁
占
扶
態
と
競
帯
扶
煎
と
を
別
つ
事
も
大
な
る
意
義
を
有
す
る
と
は
制
す
る
事
が
川
端
た
い
』
0

4
4
『
喝
占
慣
格
と
競
争
慣
格
と
の
問
に
差
異
が
存
在
す
る
と
云
ふ
な
ら
ば
夫
れ
は
費
用
に
劃
す
る
闘
悼
を
異
に
す
る
と
一
五
ふ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
換
言
す
れ
ば
供
給
者
出
統
一
的
供
給
白
調
節
を
行
ふ
旧
は
、
費
用
以
上
回
像
剰
刺
盆
を
事
げ
る
縛
め
で
あ
る
と
云
は
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
』
。

=
一
『
徐
ら
ぽ
描
占
扶
態
と
競
争
扶
混
と
を
分
つ
も
白
は
翠
な
る
統
一
的
供
給
白
調
節
の
存
在
す
る
か
否
か
左
一
百
ふ
事
費
ご
は
な
〈

L
て
‘
嬰
用
以
土
四

億
剰
刺
宇
佐
獲
得
し
得
る
賦
活
白
与
在
白
有
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。
(
↓
司
轄
の
替
載
は
私
自
書
き
添
へ
た
る
も
の
)

(

(

 

濁
占
概
念
に
よ
り
て
意
味
せ
ら
る
、
放
態
炉
債
格
形
成
の
上
に
特
異
な
る
作
用
を
有
せ
十
三
せ
ば
、
此
概
念
、
従

οて
濁
占
ご
白
由
競
等
ご
の
匝
別
も
率
問
的
に
意
義
を
有
す
る
事
少
し
芭
云
ふ
数
授
の
根
本
の
立
場
に
は
私
も
会

然
賛
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
闘
。
次
仁
、
私
は
此
『
債
格
の
成
立
献
態
」
に
於
り
£
差
異
、
私
の
云
ふ
債
格
形
成
上
の

経済皐論集第二容第一腕九三頁
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特
異
の
作
用
が
費
用
以
上
の
徐
剰
利
盆
の
成
立
じ
め
b
Z
見
る
。
こ
の
貼
に
於

τも
所
見
極
め
て
相
近
い
c

然
る

に
致
授
は
前
述
第
三
の
命
題
に
於
て
、
こ
れ
か
ら
一
轄

L
な
が
ら
日
(
、
濁
占
の
特
徴
を
な
す
も

ωは
徐
剰
利
盆

を
得
ら
毛
、
妖
態
の
有
無
で
あ
る
ご
。
私
は
そ
こ
に
論
理
の
飛
躍
を
認
め

F
る
を
待
な
い
1

0

濁
占
に
あ
ー
り
て
は
所

謂
俄
剰
刺
盆
の
成
立
を
見
る
、
然
れ
ど
も
ぞ
れ
は
或
る
積
類
の
品
開
剰
刺
盆
に
し
て
品
開
剰
刺
盆
一
般
で
は
な
い
1

0

然

ら
ば
濁
占
の
特
徴
を
な
す
も
の
は
此
特
殊
の
徐
剰
利
袋
を
獲
得
し
得
る
紋
態
で
な
り
れ
ば
な
ら
向
。
徐
剰
利
盆
一

般
を
成
立
せ

L
む
る
が
如
語
版
態
で
あ
b
Z
考
ふ
。
へ
き
理
由
は
存
在
し
得
な
い
。

た
uv
比
倫
剰
刺
盆
一
般
ご
濁
古
に
件
ふ
特
殊
の
徐
剰
刺
盆
ご
の
混
同
は
二
者
の
聞
に
何
等
明
確
な
る
限
界
の
存

在
せ
十
、
共
間
性
質
の
同
一
あ
り
吉
見
る
事
に
よ
り
て
是
認
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
、
数
授
立
論
の
結
構
は
亦
此
の

如
し
ご
信
宇
品
。
従
ひ
て
此
見
方
の
是
非
は
私
に

E
h
て
重
要
な
る
問
題
ご
な
る
。

然
ら
ば
普
通
に
云
ふ
濁
占
領
格
ご
濁
占
利
潤
芭
の
特
異
性
は
如
何
な
も
主
張
に
よ
り

τ抹
消
せ
ら
れ
た
る
か
。

教
授
は
説
い
て
臼
〈
、
濁
占
債
格
は
必
や
し
も
競
争
調
格
よ
b
高
〈
は
な
い
。
進
み
て
、

a

「
濁
占
横
絡
は
必
然

的
に
7

ア

V

ヤ
ル
数
授
等
の
云
ふ
が
如
き
競
争
贋
格
の
場
合
に
消
費
者
の
獲
得
す
ペ
ミ
d

徐
剰
を
梅
度
に
搾
取
Lτ

最
大
の
利
潤
を
泉
げ
る
債
格
で
ゐ
る
芭
は
一
五
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
輿
へ
ら
れ
た
る
般
態
の
下
に
於
い
て
最
大
の

利
潤
を
獲
得
す
る
意
思
は
供
給
者
聞
に
明
示
の
協
定
の
存
在
し
な
い
所
謂
競
雪
者
間
に
於
い
て
も
存
在
す
る
事
を

前
提
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
o
b
企
業
者
聞
の
供
給
に
関
す
る
『
明
示
の
協
定
、
黙
示

ω了
解
も
畢
章
程
度
の

論

叢

調
占
の
本
質

第
十
九
巻

(
第
六
腕

主

λ 

七



前

叢

掲
占
四
本
質

第
十
九
巻

(
第
六
競

プて
} 

λ 

λ 

問
題
に
録
す
る
場
合
が
多
い
」
(
以
上
は
財
政
且
干
の
基
礎
概
念
に
よ
Z

)

0

私
は
此
ニ
の
立
論
に
封
し
て
突
の
如
〈

に
考
へ
る
。
濁
占
債
格
の
形
成
ド
あ
り
て
も
、
続
守
耐
恒
格
の
形
成
に
あ

h
て
も
、
成
程
、
供
給
者
は
最
大
凶
利
潤

を
目
ゐ
て
ご
す
る
o

然
れ
い
と
も
こ
れ
ゐ
る
が
故
に
其
聞
の
境
界
を
設
す
べ

L
Z
す
る
こ
ご
を
得
ベ
き
や
、
然
h'
己

壮
一
ば
、
戦
争
も
賭
博
も
相
手
に
劃
す
る
優
勝
を
目
あ
て
ご
す
る
、
故
に
戦
争
芭
賭
博
ご
は
匝
別
す
イ
き
に
非
宇
己

一
再
ふ
論
法
が
成
立
し
得
ぺ
き
に
非
，
さ
る
か
。
濁
占
に
於
て
は
最
大
利
潤
が
債
格
の
指
令
に
よ
b
τ

に
よ
れ
ば
供
給
の
総
量
を
軍
意
的
に
左
右
す
る
こ
己
に
よ
h
て
)
得
ら
れ
、
他
の
場
合
に
は
よ
し
多
占
に
於
て
も

(
一
一
献
の
皐
者

然
ら
宇
o

次
に
、
明
一
不
の
協
定
あ
札
ば
濁
占
的
で
ゐ
h
J
Z
云
ふ
も
、
此
協
定
の
あ
る
も
其
無
く
し
て
黙
示
の
了
解

あ
る
に
止
ま
る
も
程
度
の
問
題
な
り
Z
云
ふ
事
は
濁
占
及
び
濁
占
岡
田
桁
Z
其
他
の
紋
態
及
び
其
他
の
債
格
ご
の
間

に
境
界
を
劃
す
る
論
懐
正
は
な
b
得
な
い
。
猫
占
、
濁
占
師
慣
格
の
概
念
は
た
い
極
限
的
な
る
、

一
一
仰
の
理
念
型
的

概
念
ご
し
て
成
立
し
得
る
。
事
震
に
は
た
い
程
度
内
一
差
の
み
存
す
る
が
故
に
三
云
ふ
理
由
を
以
て
此
境
界
を
抹
消

す
ぺ

L
t
せ
ば
、
私
は
思
ふ
、
組
織
的
批
舎
科
血
干
の
殆
ど
す
〈
て
の
概
念
は
立
せ
ら
る
、
事
が
出
来
な
い
、
数
授

の
論
法
に
し
て
若
し
私
の
理
解
し
得
た
る
所
の
如
〈
で
あ
る
ご
す
る
な
ら
ば
、
ぞ
れ
は
組
織
的
枇
曾
科
皐
の
自
殺

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か

Z
o
な
ほ
以
上
は
狭
義
の
濁
占
よ
り
出
資
し
て
之
Z
他
の
超
費
徐
剰
形
成
の
場
合

ご
の
接
涯
を
設
か
れ
た
る
論
法
で
あ
る
が
、
ヌ
後
者
よ
h
J
出
費
し
た
る
論
法
を
見
る
事
が
出
来
る
。

c

『
反
劃
に

所
謂
競
争
的
生
産
者
間
に
於
い
て
も
、
若

L
之
等
の
供
給
者
に
し
て
、
嘗
該
生
産
業
以
外
の
生
産
に
従
事
す
る
他



人
に
比
し
て
、
特
に
経
済
カ
が
強
大
で
あ
っ
て
、
郎
も
他
人
は
此
生
産
業
に
従
事
す
る
事
が
不
可
能
で
あ
る
か
、

ヌ
可
能
で
あ
る
ご
し
E
も
蓬
に
不
利
な
る
朕
態
に
あ
る
か
で
あ
れ
ば
、
田
恒
格
は
自
ら
之
等
の
供
給
者
に
取
っ
て
費

用
以
上
の
貼
に
到
達
し
、
統
一
的
に
供
給
量
を
調
節
す
る
場
合

z略
々
岡
一
の
結
果
を
来
す
」
。
私
は
遺
城
な
が

ら

一
般
の
場
合
(
生
産
費
を
増
加
せ
す
し
て
任
意
に
増
加
し
得
ぺ
き
財
に
関
す
る
場
合
の
意
味
に
於
て
)
費
用
り

原
則
を
認
む
る
限
h
ノ
ニ
れ
は
事
賞
た
り
得
点

v
r信
中
る
(
経
済
力
の
大
小
を
A
T
購
買
力
の
大
小
の
意
味
に
さ
る
)
O

此
場
合
同
恒
格
の
費
用
以
上
の
勅
に
建
し
得
る
可
能
は
少
〈
も
静
態
に
於
て
は
あ
り
得
な
い
。
よ
し
、
超
費
品
開
剰
が

あ
る
ご
し

τも
、
岡
田
格
が
「
統
一
的
に
供
給
量
を
調
節
す
る
場
合
己
略
々
同
一
の
結
果
を
来
す
』

Z
は
認
め
得
な

い
、
同
一
な
る
事
柄
は
俄
剰
の
存
す
る
事
の
み
、
債
格
決
定
の
遂
行
は
著
L
〈
濁
占
の
場
合
t
異
な
る
、
こ
れ
は

前
仁
反
覆
し
て
越
ぺ
た
る
通
b
で
あ
る
。
数
授
は
葡
萄
の
生
産
者
の
例
を
引
か
れ
た
る
が
.

こ
れ
は
多
少
の
吟
味

を
要
1
ご
信
守
る
o

煩
演
な
れ
H

と
も
数
授
の
例
を
引
用
し
よ
う
。

面
積
、
地
味
、
地
位
隼
白
保
件
相
等
し
き
農
地
(
小
宴
を
生
産
ナ
る
)
の
所
有
者
十
人
(
甲
)
。

〉

問
ピ
〈
係
件
相
勢
し
き
葡
萄
闘
の
所
有
者
十
人
(
乙
)
。
乙
地
は
小
委
を
間
ナ
れ
ど
も
甲
地
は
葡
萄
を
産

L
得
ず
。

A
甲
地
に
産
せ
ら
る
ミ
小
委
よ
り

も
乙
地
に
産
せ
ら
る
ゐ
葡
萄
白
方
総
量
白
貨
幣
憤
値
大
で
あ
る
。

B
競
争
に
よ
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
債
絡
は
費
用
に
上
り
決
定
せ
ら
る
。
代
葡
萄
白
生

産
者
は
費
用
を
高
{
見
積
り
得
る
故
に
、
小
要
。
生
産
者
よ
り
も
高
き
情
額
を
得
、
従
H
V

て
之
に
比
す
る
時
、
僚
剰
利
益
を
得
る
。

こ
れ
は
敬
授
の
引
例
山
内
容
で
あ
る
。
然
れ

E
も
先
づ
考
ふ
ベ
告
は
乙
地
即
ち
葡
萄
師
の
優
秀
hu
り
と
云
ふ
は
如
何
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
る

か
。
小
婆
白
産
甑
は
甲
地
主
同
じ
き
も
、
小
菱
自
件
葡
萄
を
作
り
う

Z
と
一
耳
ふ
貼
に
存
す
る
か
、
互
選
み
て
小
委
白
産
額
も
亦
甲
地
よ
り
大
な
り
と

諭

叢
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六
腕

λ
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九
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論

叢

燭
占
白
本
質

第
十
九
巻

{
第
六
腕

J、
) 

J、
O 

云
ム
結
に
存
す
る
か
。
此
一
一
白
場
合
は
同
町
に
匝
別
せ
ら
る
与
を
要
ナ
る
。
此
駄
に
闘
す
る
敬
授
の
且
解
は
明
瞭
を
昧
「
様
に
忠
ふ
。
第
一
、
小
裏
目

産
額
に
し
て
同
一
な
ら
ば
、
乙
唱
の
葡
萄
の
倒
翻
は
甲
地
の
小
番
の
償
額
よ
り
必
ず
し
も
高
和
、
b
ず
、
た
い
‘
需
揺
由
大
に

L
C
多
占
の
諒
め
ら
る
ゐ

場
合
に
の
品
高
い
。
し
か
し
己
れ
は
費
用
の
高
〈
且
積
ら
れ
得
る
故
に
非
ず
。
従
び
て
前
提
何
回
命
題
は
成
立

L
得
ず
。
第
一
一
、
小
委
の
産
額
に
し

て
差
異
あ
ゆ
と
せ
ば
、
女
の
給
呆
と
な
る
ロ
稲
荷
由
債
額
は
勿
論
高
い
、
し
か
し
、
そ
れ
は
小
官
官
。
個
額
計
費
用
と
し
て
計
上
せ
ら
る
込
故
ば
非

ず
.
甲
乙
南
地
り
小
菱
自
債
額
四
差
額
が
他
山
生
摩
費
項
目
と
共
に
許
上
せ
ら
る
ミ
が
故
，
て
あ
る
。
帥
ち
と
れ
は
個
額
白
蒐
額
出
一
替
の
地
代
と
し

て
止
産
費
中
に
告
ま
る
誌
が
故
で
あ
る
。
私
心
立
場
か
ら
一
耳
へ
悶
節
裂
の
地
位
昭
作
用
に
井
な
ら
ぬ
。

数
授
の
此
引
例
に
あ
り
て
は
他
の
生
産
業
者
Z
の
経
済
力
の
差
等
か
ら
除
剰
利
盆
を
生
じ
て
ゐ
る
げ
れ
ど
も
、

そ
れ
は
多
占
の
場
合
又
は
「
生
産
費
を
増
加
せ
古
れ
ば
任
意
に
増
加
し
う
べ
か
ら
F
る
財
』
E
云
ふ
特
殊
の
場
合
に

閲
し
た
る
が
故
の
み
。
私
は
一
般
的
に
さ
き
の
命
題
を
是
認
し
得

F
る
事
前
述
の
如
し
。

d
な
ほ
此
例
示
は
教
授

じ
よ
り
て
次
の
主
張
の
資
料
ご
な
っ

τゐ
る
。
「
経
済
カ
の
分
布
は
会
館
正
し
て
不
卒
等
で
ゐ
っ
て
も
、
特
定
の

企
業
に
於
い
て
は
略
々
一
中
等
」
な
ら
ば
「
特
定
の
企
業
者
聞
に
は
此
意
義
に
於
い
て
腕
容
が
存
在
す
ご
縛
す
る
事
を

得
る
で
あ
ら
う
が
、
異
る
企
業
者
間
』
『
に
就
い
て
見
れ
ば
、
矢
張
b

一
種
の
鶴
市
朕
態
ご
稀
す
る
事
?
得
る
』
G

前
例
に
於

t
葡
萄
の
生
産
者
は
相
互
に
競
守
す
る
、
然
。
に
拘
は
ら
中
小
宮
賓
の
生
産
者
ご
の
一
閣
に
競
守
な
〈
之
に

比
し
徐
剰
刺
盆
を
得
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
は
前
者
が
後
者
に
謝
し
濁
占
的
地
位
を
有
す
る
放
で
あ
る
o

花
は

思
ふ
。
此
例
、

一
方
が
徐
剰
を
得
る
は
甲

Z
云
ふ
一
定
の
企
業
に
つ
け
る
放
に
非
争
、
乙
の
企
業
に
用
ふ
る
も
な

は
倹
剰
を
生
じ
う
る
土
地
を
使
用
す
る
が
故
で
あ
る
。
勿
論
此
例
を
離
れ
て
一
五
へ
ば
、
経
棋
倒
カ
の
優
秀
の
特
定

ω



企
業
者
に
存
す
る
時
徐
剰
を
生
宇
る
を
認
め
る
、
而
も
、
こ
れ
ら
己
狭
義
の
濁
占
ご
の
間
に
境
界
の
劃
し
得
ぺ
き

事
前
越
の
如
し
。
私
は
此
葡
菊
畑
に
闘
す
る
例
示
に
つ
い
V

け
る
数
授
の
主
張
に
於
て
何
等
か
の
論
擦
を
後
見

L
得

む
ご
し
っ
、
其
難
き
に
苦
し
む
も
の
で
め
る
。
目
〈
「
同
一
の
生
産
業
者
が
供
給
量
を
統
一
的
に
調
節
し
て
他
の

生
産
者
の
費
用
以
上
の
徐
剰
を
獲
得
し
て
居
る
場
合
三
出
生
産
業
者
が
会
館
ご
し

τ他
の
生
産
業
者

ω費
用
以
上

の
徐
剰
を
獲
得
し
て
居
る
場
合
ご
の
聞
に
本
質
的
の
函
別
ぞ
設
〈
る
事
は
困
難
で
あ
る
』
0

『
二
者
の
異
る
所
は
程

度
の
差
で
あ
る
」
。
退
い
て
私
は
思
ふ
、
債
格
の
指
令
あ
る
場
合
ご
こ
れ
な
(
し
て
他
の
特
殊
の
地
位
に
よ
り
倹

剰
の
存
立
す
る
場
合
正
、
私
仁
は
明
瞭
な
る
境
界
が
あ
る
。
何
飲
に
そ
よ
に
程
度
の
差
の
み
を
認
む
ぺ
き
で
ゐ
る

か
ご
。

十

調
占
債
格
の
限
界
に
つ
い
て

狭
義
の
濁
占
Z
他
の
特
殊
な
る
地
位
、
郎
ち
立
(
所
謂
経
済
力
の
不
多
ご
の
境
界
を
倣
去
し
、

そ
こ
に
程
度
の
差

の
み
を
認
め
む
正
し
た
る
教
授
の
理
路
は
前
述
の
如
し
。
数
授
は
真
に
進
み
て
、
従
来
の
濁
占
師
唄
格
設
を
以
て

L

て
は
濁
占
領
格
Z
競
争
債
格
ざ
を
債
格
の
成
立
扶
践
に
付
い
て
被
然
別
つ
べ
き
標
準
を
知
る
に
足
ら
4
7

ご
な
し
之

を
他
に
後
見
せ
h
u
t
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
此
楳
準
を
求
む
る
事
に
よ
り
て
、
濁
占
の
限
界
を
劃
せ
hU
ご
す
る
も
の

イ
」
思
は
る
。
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叢
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首言

叢

調
占
の
本
質

第
十
九
巻

(
第
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競
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J、

此
限
界
初
ジ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
債
格
理
論
の
考
察
に
よ
り
て
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
説
い
て
臼
〈
、

シ

ニL

ム
ベ
エ
タ
ア
じ
競
争
債
格
に
つ
い
て
は
次
に
述
ぺ
む
立
す
る
が
如
き
三
の
方
程
式
が
成
立
す
る
が
、
濁
占
間
慣
裕
仁

就
い
て
は
第
三
式
が
成
立
せ
十
ご
云
ム
。
然
る
に
此
第
三
式
は
数
授
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
各
自
の
購
買
力
の
分
布

が
卒
等
な
る
事
を
議
想
す
る
。
故
に
、
競
宰
債
格
は
購
買
力
(
経
済
力
)
の
卒
等
な
る
扶
態
に
於
て
成
立
す
る
債
格

で
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
此
卒
等
な
る
所
に
の
み
自
由
競
争
放
態
が
認
め
ら
れ
、
然
ら
グ
る
所
に
は
か
、
る
競
争
債

格
が
存
立
せ
十
し
て
濁
占
債
格
が
成
立
す
る
。
謂
ふ
に
此
数
授
の
所
設
は
極
め

τ根
本
的
に
濁
占
の
限
界
を
劃
せ

む
ご
す
る
試
に

L
て
十
分
な

ι考
察
を
必
要
ご
す
る
o

以
下
、
其
意
見
を
抄
録
す
る
。

『
ジ
ヲ
セ
プ
・
ジ
ユ
ム
ベ
イ
タ
ア
は
自
由
競
字
の
存
在
僚
件
ざ
し
て
三
つ
の
黙
を
奉
げ
て
居
る
。

一
責
買
契
約
者
の
数
が
非
常
に
多
数
で
あ
る
事
。

一
一
総
べ
て
の
財
貨
の
分
割
が
無
限
に
可
能
で
ゐ
る
事
。

三
徳
ぺ
て
の
個
人
が
何
人
記
も
交
易
可
る
事
が
出
来
、
且
つ
如
何
な
る
桐
人
も
濁
占
的
政
策
を
行
使
す
る
を
得

る
程
力
強
〈
な
い
事
。
」

か
、
る
僚
件
の
下
に
於
て
決
定
せ
、
b
る
、
債
格
に
闘
し
て
は
次
の
三
の
方
程
式
の
成
立
が
看
取
し
得
ら
れ
る
o

今
『
総

τの
財
貨
を
同
一
の
標
準
例
へ
ば
貨
幣
を
以

τ測
。
宮
会
』
n
等
を
以
っ
て

A
B
C
等
の
財
貨

ω数
量
を

表
は
す
ご
す
る
。
」
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司
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4
な
る
幽
教
は
経
済
主
館
に

z
b
て
の
総
健
債
値
陶
数
、
門
戸
炉
等
は
各
種
の
財
貨
の
軍
位
の
債
格
を
表
は
す
。

此
第
三
式
が
最
も
今
問
題
芯
な
る
も
の
、

ぞ
れ
は
「
限
界
効
用
卒
準
の
根
本
的
法
則
を
表
は
す
。
今
之
を
心
理
的

に
一
五
ひ
表
は
す
時
は
、
総
て
の
財
貨
は
最
後
に
獲
得
し
た
部
分
且
一
旦
が
等
し
い
強
度
の
欲
望
満
足
を
資
す
如
、
さ
量
に

於
い
て
獲
得
せ
ら
れ
る
ご
云
ふ
事
仁
な
る
」
。

此
関
係
は
反
面
か
ら
次
式
の
値
の
各
人
を
通
じ
て
同
一
な
Z
事
ご

し
て
一
五
ひ
表
は
さ
れ
る
。

〉
翠
δ
四
回
守
旧
国
語

l

H

同
副
剖
剤
判
湖
困
|
出
向
群
町
〉
国
斗
lm
濫へ
U
斗
H
4
湖
議
.

〉

然
る
に
濁
占
領
格
の
場
合
に
は
1
2
雨
式
は
成
立
す
る
が
此
3
式
が
成
立
し
な
い
。
こ
れ
丈
の
V

ユ

ム

ベ

イ

タ

ア
の
見
解
を
前
提
ご
し
て
教
授
の
深
刻
な
る
透
察
が
は

C
ま
る
。
謂
へ
ら
〈
、
前
述
の
3
式
が
成
立
す
る
怨
に
は

第
一
、
各
佃
の
財
貨
に
劃
す
る
欲
望
の
度
盛
は
各
人
に
劃
し
て
等
し
〈
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
。
第
二
仁
各
人
の
購

買
カ
(
交
易
一
能
カ
)
が
等
し
い
ぜ
云
ふ
事
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
候
件
に
つ
い
て
設
〈
。
今
A
B
悶
人
が

前
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11. 

四

夫
れ
夫
れ
米
撞
の
所
有
者
で
あ
る
ご
す
る
。
「
今
若
し
各
々
の
所
有
量
が
友
の
如
〈
で
ゐ
る
場
合
に
、

怜
側
に
働
〈
な
ら
ば

A(米)B (謹)

5
4
(
数
字
は
効
用
度
を
一
定
の
車
位
を
以
て
表
は
し
た
る
も
の
ご
す
る
O
}

戸
、

d

A
品
寸
司
、
U

今
“

Y
A

交
易
の
終
了
後
雨
者
は
左
の
結
合
に
於
い
て
財
貨
を
所
有
す
る
事
Z
な
る
o

B(撞)米

5 5 

A(米)撞

5 5
4
3
2
 

〉
一
川
河
、
U
A
-
H
隣
同
情
摘
は
閣
日
同
(
沸
S
淘
議
)

臨
巴
口
頭
湘
u
q」
沼
田

-
H

調
、
U
D
H
榊
川
市
柳
川
戸
沼

H
L円
(
比
企
白
調
議
)

識
③
割
問
調
進
迫

A
に
し
て



今
上
述
の
例
に
於
け
る
米
を
貸
借
市
古
考
へ
る
に
於
い
て
は
、
各
人
の
所
有
す
る
貨
幣
額
の
大
小
に
よ
っ
て
上
遁

の
関
係
は
各
人
毎
に
異
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」
か
〈
て
「
ジ
ユ
ム
ペ
イ
タ
ア
の
第
3
式
が
成
立
す
る
自
由
競
守

朕
態
正
は
結
局
各
人
の
貨
幣
額
が
卒
等
な
る
欣
態
に
於
レ
て
出
現
す
る
績
格
ご
云
ふ
事
に
蹄
す
る
の
で
は
な
か
ら

う
か
」
。

此
立
論
に
閲
す
る
私
見
を
遁
町
、
た
い
。
今
3
式
即
も
限
界
効
用
平
準
(
私
は
他
の
場
合
に
限
界
効
用
水
準
の
日
'

の
法
則
の
笈
現
し
う
る
匁
に
は
欲
望
の
度
盛
の
各
人
に
封
し
て
相
等
l
z
一五ふ

E
E
E
E
E〈
E
ロ
の
語
を
用
ふ
)

教
授
の
第
一
一
傑
件
を
必
要
ピ
す
る
や
、
私
は
之
に
闘
し
て
異
見
を
有
す
、

ジ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
所
謂
線
復
値
画
数

4
は
各
白
に
つ
い
て
異
な
る
も
り
ご
信
中
る
が
此
貼
は
、
今
立
入
り
て
問
題
こ
じ
な
い
。
各
自
の
購
買
力
相
等
し

ご
一
五
ふ
第
二
俊
件
な
〈
ば
、
か
の
3
式
は
成
立

L
得
ぎ
る
や
。
今
教
授
の
論
誼
に
就
か
し
め
よ
。
そ
の
例
訟
に
よ

れ
ば
所
有
量
多
3
A
に
ゐ
ち
て
、
米
捕
の
限
界
効
用

ω
比
は
ヨ
一
5
Z
な
h
B
に
於
け
る
此
比
1
Z
相
異
な
る
。
然

れ
ど
も
、
こ
れ
は
目
指
し

τ所
有
量
従
ひ

τ米
を
貨
幣
吉
見
る
時
の
貨
幣
額
の
大
小
に
よ
り
て
生
じ
た
る
事
象
で
あ

る
か
。A

B
の
二
人
山
み
相
嚇
到
し
、
而
し
て
米
雄
己
云
ふ
が
如
、
き
二
財
の
み
交
換
せ
ら
る
、
場
令
に
つ
い
て
は
V

ユム

ベ
エ
タ
ア
自
身
此

a
式
が
成
立
す
ご
は
設
か
な
い
。
競
争
債
格
成
立
の
僚
件
ご
し

τ費
買
契
約
者
の
数
が
非
常
仁

多
数
な
る
事
争
数
へ
て
居
る
。
真
に
蓬
み
て
一
耳
へ
ば
、
経
務
的
均
衡
の
成
立
す
る
が
錦
に
は
数
多
の
財
の
移
動
が

論

議

謂
占
町
本
質

(
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叢
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白
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本
質
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1

九
巻

(
第
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腕

三
同
)

刀、

ア〈

行
は
れ
る
べ
」
見
て
居
る
o

前
述
の
L
Z
伊
式
共
に
A
B
C

ニ
れ
は
明
白
で
あ
る
古
思
ム
(
而
し

τ、
数
皐
仮
経
済
事
者
の
~
般
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
が
)
O

然
ら
ば
、

等
の
数
多
の
財
の
移
動
を
取
扱
ふ
事
か
ら
見

τも

A
の
交
換
し
得
る
相
手
が
R

一
人
に
止
ら
子
、

A
の
所
有
財
米
の
交
換
せ
ら
る
、
財
が
舗
の
み
に
限
ら
れ
ざ
る
事

は
、
競
争
債
格
の
成
立
に
於
け
る
必
要
保
件
Z
し

τ考
へ
ら
れ
た
る
も

ω吉
見
ね
ば
な
ら
品
。
此
俊
件
の
存
す
る

限
り
、
(
而
し
て
財
の
可
分
性
の
無
限
な
る
限
り
)
A
の
所
有
量
が
A
の
を
れ
に
比
し

τ如
何
に
大
な
り
ご
も
、
前

述
の
3
式
は
嘗
然
に
成
立
し
得
る
o

例
へ
ば
A
は
C
D
F
等
古
米
の
第
二
乃
至
第
四
車
位
密
接
州
等
吉
』
交
換
し
、

絡
に
次
の
如
〈
財
の
各
車
位
限
昇
効
用
の
均
等
な
る
に
至
ち
て
止
む
べ
き
で
あ
る
。
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5 
4 

A(来)

5
4
8
2
1
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4
3
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故
に
ジ
ユ
ム
ペ
エ
グ
ア
自
身
の
立
場
か

E-A
へ
ば
、
所
有
量
乃
至
所
有
貨
幣
額
(
購
買
力
)
仁
差
等
ゐ

h
Z
て
、
そ

の
故
仁
3
式
が
成
立
廿
院
の
で
は
な
い
、
購
買
力
に
差
等
な
く
己
も
、
頁
買
の
相
手
が
制
限
せ
ら
れ
、
責
由
民
せ
ら

る
、
財
が
二
に
限
ら
れ
た
る
時
は
3
式
が
成
立
せ

F
る
事
を
得
る
筈
で
あ
る
。
か
〈
て
私
は
致
授
の
結
論
『
V

ユ

ム
ペ
イ
タ
ア
の
第
3
式
が
成
立
す
る
自
由
競
争
放
態
正
は
結
局
各
人
の
貨
幣
額
が
平
等
な
る
朕
態
に
於
い
て
出
現

す
る
債
格
ご
一
五
ふ
事
に
鯖
す
る

ω
で
は
な
が
ら
う
か
』
古
云
ム
の
を
根
根
か
ら
.
否
認
せ
吉
る
を
得
な
い
。
数
授
は

V

ユ
ム
ペ
エ
タ
ア
の
競
争
債
格
成
立
の
第
三
傑
件
何
人
も
濁
占
政
策
を
行
使
す
る
ほ
ど
力
強
〈
な
い
事
Z
云
ふ
を

解

Lτ
、
「
或
人
の
財
産
力
が
濁
占
政
策
を
行
ひ
得
る
耗
有
力
で
な
い
芭
云
ム
朕
態
も
明
瞭
で
な
い
V

が
、
此
言
葉
を

最
も
明
締
に
解
す
る
に
於
い

τは
購
買
力
の
卒
等
な
る
紋
態
ご
解
す
る
外
は
な
い
で
あ
ら
う
。

ジ
ユ
ム
ベ
イ
タ
ア

も
事
賃
上
其
他
債
格
論
に
於
て
斯
ぐ
り
如
〈
解
す
る
如
〈
で
あ
る
」

E
云
は
れ
る
。
併
し
な
が
ら
、
忍
は
γ
ユム

二
タ
ア
は
其
経
済
理
論
|
|
大
鱒
に
於
て
競
争
債
格
を
取
扱
へ
る
ー
ー
の
会
構
成
に
於
て
常
に
購
買
力
の
不

等
、
財
産
の
差
異
を
前
提
ご
し
て
ゐ
る
ご
見
る
。
分
配
論
上
に
於
け
る

Z
2
Z
5
2
5
に
反
謝
し
て
枇
舎
的
勢
力

の
差
異
を
一

ω濠
件
ご
し
て
見
、
ぞ
の
上
に
交
換
の
過
程

ω成
立
を
認
h
u
る
杢
踏
の
立
場
よ
・
り
し
て
も
此
事
は
容

易
に
察
知
I
得
ら
れ
る
。
な
は
V

ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
解
稗
に
於
て
何
故
に
教
授
の
見
解
ご
私
見
正
ゆ
か
〈
ま
で
に

相
距
る
か
を
悔
し
圭

F
る
を
得
な
い
。

論

叢

濁
占
円
本
質

第
十
九
巻

(
鮮
大
競

三
五
)

月、

七



論

叢

濁
占
白
本
質

第
十
九
谷

(
第
宍
親

~，、
) 

J、
-J、

ト

土
方
教
授
の
利
潤
の
調
占
説

ジ
ユ
ム
ペ
エ
タ
ア
の
債
格
理
論
を
基
礎
ご
し
て
、
濁
占
師
慣
格
の
特
徴
を
求
め
、
之
を
以
て
購
買
力
の
不
等
状
態

に
於
て
成
立
す
る
債
格
で
あ
る
芭
な
す
教
授
的
立
論
は
、
業
中
に
著
し
主
透
山
梨
を
認
む
る
も
の
、
以
上
の
如
〈
に

し
て
結
局
之
を
否
認
せ
。
さ
る
を
得
な

γ
。
然
れ
ど
も
問
題
は
な
ほ
残
存
す
る
。
数
授
に
よ
れ
ば
、
経
済
力

ω不
等

朕
態
こ
れ
濁
占
紋
態
で
め
る
o'

こ
れ
が
主
張
の
篤
に
提
供
せ
ら
れ
た
る
論
擦
は
以
上
の
如
く
支
持
せ
ら
れ
難
し
Z

信
中
る
け
れ
刊
と
も
、
な
は
此
不
等
放
態
が
超
費
時
帥
剃
ご
相
表
裏
す
る
も
の
な
h
J
Z
せ
ら
れ

F
る
か
、

然

h
ご
せ

tJ: 

二
れ
を
濁
占
の
一
概
念
中
に
訴
し
て
債
格
成
立
の
重
要
な
る
説
明
原
理
さ
な
す
事
、
決
し
て
無
意
義
な
る
事

で
は
な
い
。
而
し
て
こ
れ
正
仁
数
授
じ
よ
り
て

Z
ら
れ
た
る
方
針
で
ゐ
る
。
従
ひ
て
主
(
胤
判
占
概
念
の
吟
味
は
営
然

に
資
本
利
子
に
闘
す
る
其
濁
占
設
の
上
に
移
る
。
勿
論
数
授
自
身
は
其
主
張
を
呼
ょ
に
猫
占
設
の
名
郡
を
以
て
せ

ら
れ
た
る
事
は
な
い
、
併
し
な
が
ら
、

告
れ
は
経
憐
力
の
不
平
等
を
以
て
超
費
徐
剰
の
由
h
て
来
る
所
さ
な
す
賠

に
於
て
は
才
y

ベ
ン
ウ
ペ
マ
ア
の
濁
占
設
ご
越
を
同
じ
〈
L
、
数
授
の
所
設
中
、
此
不
平
等
た
る
濁
占
よ
り
し
て

時
帥
剰
刺
盆
が
生
千
百
一
五
ふ
主
張
の
認
め
ら
る
、
以
上
は
此
名
稗
を
奥
ふ
る
事
決
し

τ失
嘗
な
ら
宇
JE
信
中
る
。
然

ら
ば
、
此
利
子
の
濁
占
設
の
内
容
如
何
。

教
授
に
よ
れ
ば
先
づ
経
燐
枇
曾
の
姿
仁
静
動
二
態
を
分
つ
べ
き
で
ゐ
る
。

次
に
利
子
に
就
い
て
、

『
費
用
以
上



の
俸
制
刑
利
盆
』
ご
「
或
元
本
た
る
貨
幣
額
に
劃
す
る
一
定
の
卒
を
以
つ

t
云
ひ
表
は
さ
れ
る
歩
令
」
正
の
一
一
(
本
は

般
に
前
者
を
徐
剃
ご
し
て
の
利
子
、
後
者
を
利
子
歩
合
又
は
歩
合
利
子
ご
呼
ぶ
一
」
吉
、
約
末
す
る
)
を
匝
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
泊
。
別
に
経
梼
カ
の
不
平
等
、
特
に
購
買
力
の
不
平
等
の
概
念
が
顧
慮
せ
ら
る
、
事
を
要
す
る
。
其

見
解
の
大
要
次
の
如
し
。

)
 

-
紐
済
力
の
不
平
等
な
〈
ぽ
、
即
ち
描
占
な
(
ぽ
全
然
利
子
な

L
G
I存
す
る
と
し
て
も
、
静
態
に
於
て
形
成
せ
ら
る
L

も
の
は
、
車
な
る
儲
剰

f
、

ー
と
し
て
の
刺
干
の
み
。
此
依
剰
が
地
代
、
耕
義
の
摘
占
利
潤
を
合
む
の
み
な
ら
ず
、
オ
ツ
イ
ン
ハ
イ
マ
ア
の
所
謂
正
常
利
刊
を
も
合
む
も
の
と
私
仕

解
(二)稗
勤 ナ
態。

於
て
は
仁
め
て

還
フE
の
現

象
あ

り、
従

ひ
て
歩
合
利
子
あ
り。

先
づ
教
授
に
於
け
る
静
勤
二
態
の
匝
別
よ
り
見
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
こ
れ
に
閲
す
る
詳
細
の
設
明
は
認
め
ら
れ

な
い
が
、
美
動
態
は
ジ
ユ
ム
ペ
且
タ
ア
の
動
態
よ
り
も
庚
〈
、
新
し
き
結
合
の
存
す
る
場
合
の
み
を
合
む
に
止
ま

ク
ラ
ア
ク
の
所
謂
五
の
保
件
の
縫
化
す
る

ら
や
、
静
態
を
ク
ラ
ア
ク
の
解
稗
す
る
如
き
も
の
て
せ
ら
る
、
以
上
、

所
持
盟
勤
あ
り
正
見
る
も
の
で
あ
ら
う
引
き
て
教
授
に
よ
れ
ば
利
子
を
以

τ
『
草
に
費
用
以
上
の
俄
剰
で
あ
る
正
解

す
る
の
み
な
ら
歩
、
之
が
一
冗
本
に
謝
す
る
歩
令
を
以
っ
て
表
は
さ
れ
る
事
を
必
要
ご
す
る
に
於
レ

τは
経
済
生
活

Mr
巌
格
に
静
的
で
あ
っ
て
年
々
一
定
の
行
事
を
繰
返
し
て
行
〈
場
合
に
は
利
子
は
存
在
し
な
い
』
o
何
ぜ
な
れ
ば
か

、
毛
利
子
の
「
存
在
す
る
が
縛
め
に
は
、
先
づ
以
て
費
用
以
上
の
徐
剰
た
る
利
盆
が
利
率
を
以
つ
で
還
元
せ
ら
れ

輸

費量

調
占
白
本
質

λ 

ゴL

第
十
九
巻

(
第
六
腕

=
一
七
)

財政皐の基礎政念三六人ー一三七λ頁13) 



論

叢

調
占
の
本
質

第
十
九
番

(
第
六
腕

三
八
}

λ
三

O

て
、
資
本
領
絡
が
算
出
せ
ら
れ
る
さ
云
ム
還
元
現
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。

私
は
取
急
ぎ
こ
れ
に
闘
す

る
割
払
見
の
要
賠
の
み
を
述
べ
る
。
第
一
、
な
は
教
授
の
利
子
の
二
区
分
が
何
故
に
必
要
な
る
か
を
理
解
し
難
い
。

利
子
は
一
般
に
元
本
志
の
比
率
に
於
て
の
み
考
へ
ら
れ
る
。
車
な
る
超
費
品
開
剃
は
庚
義

ω利
潤
の
語
を
以
て
最
も

適
切
に
表
は
さ
れ
て
居
る
。
加
之
、
此
徐
剰
を
利
子
の
根
源
な
b
z
見
る
は
妨
げ
守
、
之
を
利
子
=
同
一
視
す
る

事
は
或
る
場
合
に
於
て
諜
謬
を
合
む
、
何
Z
な
れ
ば
其
全
部
が
利
子
を
構
成
す
る
に
非
ぎ
る
が
放
で
あ
る
。
何
故

に
利
子
の
概
念
中
に
此
除
剰
一
般
を
合
ま
し
む
Z
必
要
ゐ
り
や
。
利
子
は
常
に
歩
合
利
子
ご
し
て
の
み
考
へ
ら
れ

て
ゐ
る
ご
思
ふ
。
今
一
例

E
L
て
ク
ラ
ア
ク
の
一
句
を
引
用
す
る
。
討
の
己
目
白
門
宮
山
間
m
R
m
t。。『
p
o
-
c
E
H
:
z
E
m

由
民
自
白
血
『
可
口
即
日
μ
芹

m
H
-
s
m
o
o
ι
ω
-
4
r
M
-
o
-ロ
伴
内
耳
目
片
山
臼
同
月
戸
内
田
町
自
民
O

D

O
同
一
昨

ω巳同，

tMm凶
作
一
切

mmH片岡戸ぬ
ι
『
一
可
己
戸
内

。『

E
宮

E
・
併
し
な
が
ら
、
今
此
勅
ぞ
離
れ
て
考
を
進
め
る
。
第
二
、
此
歩
合
利
子
は
果
し
て
動
態
に
の

日v
O
M込
出
口
一
ロ
ぬ
ロ
円

pzι 
み
可
飽
な
る
か
。
教
授
は
日
〈
、
然
ム
ソ
、
歩
合
利
子
は
還
元
を
前
提
正
し
、
還
元
は
動
態
を
侠
も
て
行
は
る
、
が

故
に
さ
。
イ
事
寅
の
問
題
ご
し
て
歩
令
利
子
は
動
議
を
侠
た
十
存
在
す
る
o

歴
史
的
に
見
て
利
子
は
先
づ
消
費
貸

借
の
利
子
ご
し
て
成
立
し

τ居
る
。
而
し
て
此
斑
の
利
子
は
勿
論
動
態
を
侯
た
す
、
(
例
へ
ば
V

ユ
ム
ペ
エ
タ
ア
も

認
め
た
る
が
如
〈
)
静
的
経
演
の
中
世
枇
舎
に
於
て
併
に
編
著
な
る
事
象
で
あ
っ
た
。
所
謂
静
態
の
本
質
を
考
へ

て
も
、
そ
ニ
に
は
続
々
な
る
偶
然
の
不
幸
、

4
u
迫
等
よ

h
し
て
其
生
じ
う
べ
き
事
明
で
あ
る
、
而
し
て
利
子
は
成

立
す
る
時
常
に
歩
合
利
子
ご
し
て
の
み
成
立
す
る
。

U

私
は
田
ω
ふ
、
歩
合
利
子
ゐ

h
て
還
一
冗
あ
h
ノ
、
還
元
ゐ
り
工

Clark， Distribution， p.ロ4

伺1へば Lexis，AIlgemeine Volkswirtschaftslehre， S. 16z 

Schllmpeter， Entwicklung， S. 352 ff. 
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歩
合
利
子
ゐ
る
に
非
す
、
教
授
の
説
明
は
此
関
係
を
反
縛
し
た
る
も
の
に
非
宇
や
ご
。
謂
ふ
に
こ
れ
は
極
め
て
平

凡
な
る
考
で
は
な
か
ら
う
か
。
等
し
〈
環
元
を
以
て
動
態
の
こ
吉
、
な
し
た
る
V

ユ
ム
ペ
エ
タ
ア
も
臼
く
、
『
持

議
的
牧
盆
の
還
元
過
程
に
於
け
る
一
衣
的
の
も
の
は
利
子
の
事
貨
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
礎
ご
[
て
持
綴
牧
盆
が
一

定
の
貨
幣
額
を
以
て
見
積
ら
れ
る
o

ぞ
の
大
吉
は
貸
付
り
ら
れ
た
る
時
に
か
、
る
牧
盆
を
件
ふ
購
買
力
額
に
等
し

い
o」
ρ

次
に
還
元
に
よ
り
て
資
本
債
値
の
算
出
せ
ら
る
、
事
貸
は
果
し
て
動
態
を
ま
ち
て
の
み
可
能
な
る
か
。
ジ

ユ
ム
ペ
エ
タ
ア
の
如

f
、
後
展
を
侯
た
庁
、
れ
ば
利
子
な
し
芭
云
ム
立
場
に
あ
b
て
は
こ
れ
必
然
の
論
結
で
あ
る
。

然
れ
Y
」
も
教
授
の
如
〈
、
地
代
猫
占
利
潤
以
外
、
所
謂
正
常
利
潤
が
静
態
に
あ

b
τ
可
能
な
h

Z
な
L
、
静
態
の

特
徴
を
以
て
ク
ラ
ア
ク
的
保
件
の
固
定
に
あ
b
Z
な
し
、
年
々
の
経
済
的
循
環
の
同
一
に
あ
b
Z
な
す
立
場
に
ご

ち
で
は
、
寧
ろ
還
元
が
必
然
に
行
は
れ

5
る
べ
炉
ら
F
る
事
吉
田
山
は
れ
る
。
私
は
今
こ
れ
を
立
入
h
て
詳
論
す
る

事
e
T
避
げ
る
。
だ
い
オ
ッ
ベ
ン
川
イ
マ
ア
が
還
元
が
静
態
に
於
て
行
は
れ
、
資
本
の
静
的
腐
格
の
成
立
を
論
諾
し

た
る
事
柄
は
私
見
の
必
や
し
も
濁
断
に
非
F
る
事
を
示
す
c

次
に
静
態
に
於
り
る
利
子

ω存
否
の
問
題
に
移
る
。
数
授
に
よ
れ
ば
、
此
締
態
に
め
り
て
は
シ
ユ
ム
ベ
且
タ
ア

の
認
む
る
が
如
〈
、
地
代
、
濁
占
利
潤
の
存
す
る
の
み
な
ら
争
、
更
に
進
み
て
、
所
謂
正
常
利
潤
(
何
等
特
殊
の

地
位
を
有
せ
ざ
る
資
本
家

ω牧
め
う
る
利
潤
)
が
あ
る
。
然
ら
ば
此
最
後
の
も
の
、
存
立
は
如
何
に
し

τ論
詮
せ

ら
れ
允
る
か
。
数
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
各
人
の
聞
に
才
能
、
天
奥
の
傑
件
、
購
買
力
の
使
用
に
於
て
何
等
の
差

論

叢

A 

猫
占
の
本
質

第
十
九
巷

(
第
六
斑

九
) 
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Oppenheimer， ¥Vert u. Kapitalprofit S. 148; ditto， Theorie.S. 438 ft'， 
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λ
三
ニ

異
な
〈
ば
費
用
以
上
の
徐
剰
の
費
生
す
ぺ
き
倹
地
を
存

L
な
い
。
自
由
競
守
は
之
を
取
除
，
、
筈
で
あ
る
か
ら
。
才

宮市

濁
占
白
本
質

四

O
)

(
第
六
腕

叢

第
十
九
巻

能
芭
所
有
扶
態
以
外
の
差
異
は
姑
く
措
〈
。
『
今
日
の
経
済
枇
曾
に
於
い
て

一
定
鎖
的
貨
幣
を
所
有
す
る
者
は
少

〈
之
も
市
場
の
最
低
利
子
集
合
を
獲
得
す
る
、
此
利
子
額
は
何
等

ω貨
幣
を
所
有

L
な
い
も
の
か
ら
見
れ
ば
俄
剰

利
得
ご
見
る
事
が
出
来
る
。
何
が
故
に
此
品
川
剰
刺
得
は
資
本
家
的
自
由
競
守
に
ょ
う
て
抽
削
減

L
な
い
か
。
此
理
由

の
分
布
が
不
卒
等
で
あ
る
か
ら
芭
云
ふ
事
に
蹄
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
c
」
要
す
る

は
如
何
に
し
て
も
貨
幣
(
購
買
力
)

に
、
購
買
力
に
不
平
等
ゐ
ゐ
所
、
必
す
依
剰
ゐ
'
り
、
而
も
此
俄
剰
は
資
本
家
の
自
由
競
字
に
よ
り
て
消
滅
せ
す
。

此
自
由
競
宰
に
よ
り
て
消
滅
せ
子
ピ
一
五
ふ
事
は
必
然
的
r
h

静
態
に
於
t
も
存
立
す
ご
云
ふ
事
を
意
味
す
る
も
の
さ

思
ふ
。
棄
に
進
み
て
、
此
存
立
の
論
謹
に
移
る
。
資
本
家
が
利
子
を
獲
得
す
る
的
は
「
一
方
に
無
事
凡
労
働
者
が
存

在
し
て
絶
え
中
必
要
な
右
場
令
に
は
生
活
資
料
き
へ
得
れ
ば
企
業
家
に
自
己
の
勢
働
を
貰
ら
ん
ご
す
る
ご
一
五
ふ
事

が
存
在
す
る
斜
め
で
め
る
ο
」
換
言
す
れ
ば
企
業
又
は
資
本
の
所
有
が
あ
る
階
級
の
濁
占
正
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
丈
け
で
は
何
故
に
利
子
が
必
然
的
に
存
立
せ
古
る
べ
か
ら
5
る
か
を
吾
人
に
明
な
ら
し
む
る
を

得
な
い
、
ぞ
れ
は
債
格
の
何
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
れ
、
従
ひ
て
こ
れ
芭
費
用
ご
の
間
に
如
何
な
る
差
額
の
存
す
ぺ

き
か
を
明
確
な
ら
し
め
き
る
か
故
で
あ
る
。
此
説
明
は
ラ
ン
ド

y
イ
の
考
を
か

h
て
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

ラ
ン
ド

y
イ
も
資
本
の
稀
少
性
ご
一
五
ふ
事
が
利
子
の
出
現
に
快
く
べ
か
ら
ざ
る
僚
件
で
ゐ
る

Z
述
べ

τゐ
る
。

帥
も
刺
子
が
出
現
す
る
の
は
『
世
人
が
資
本
の
使
用
に
よ
っ
て
生
産
せ
ら
れ
る
財
貨
を
過
大
な
る
量
に
於
い
て
生

則政停四基礎椴愈 3i'618) 



産
L
な
い
ご
一
五
ム
俊
件
の
下
に
於
い
て
で
あ
る
。
今
人
が
此
財
貨
を
A
な
る
量
だ
け
生
産
す
る
な
ら
ば
此
財
の
生

産
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
資
本
に
傍
剰
債
格
を
粛
す
様
な
債
椅
が
成
立
す
る
で
あ
ら
う

G

若
じ
夏
に
大
な
る
量
例
へ

ば
B
な
る
生
産
量
に
於
い

τ生
産
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
償
給
は
下
落
し
て
徐
剰
債
格
は
存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ら

う』。第

A
だ
け
生
産
せ
ら
れ
た
る
時
何
故
に
徐
剰
が
成
立
す
る
か
、
そ
れ
は
私
の
用
訟
を
以
て
す
れ
ば
財
の
穏

類
に
於
り
る
新
良
の
放
で
ゐ
る
、
換
言
す
れ
ば
競
守
の
あ
る
制
限
の
故
で
あ
る
。

B
だ
り
生
産
せ
ら
る
、
時
、
此

徐
剰
は
何
故
に
消
滅
す
る
か
、
回
倶
格
の
競
争
に
よ
る
下
落
の
た
め
で
あ
る
o

郎
も
、
此
設
明
に
よ
れ
ば
、
徐
剰
は

資
本
家
の
自
由
競
争
に
よ
り
て
消
滅
す
る
ご
解
す
べ
き
工
あ
ら
う
。
こ
れ
は
教
授
の
主
張
を
裏
書
す
る
代

h
に
之

を
破
壊
す
る
も
の
さ
は
考
へ
ら
れ
得

F
る
か
。
第
二
、
教
授
の
静
越
は
竺
フ
ア
ク
的
解
明
仲
に
於
け
る
静
態
で
あ
る

ご
越
ペ
ら
れ
て
ゐ
る
o

p
一
フ
ア
ク
的
静
態
?
の

b
て
は
白
出
競
争
(
資
本
家
の
聞
の
)
が
十
分
に
行
は
れ
て
居
品
。

此
自
由
競
守
は
何
故
に
債
格
に
闘
す
る
費
用
の
原
則
e

佐
賀
現
せ
し
め
古
る
か
、
主
(
質
現
す
る
所
.

γ
ユ
ム
ペ
エ
タ

ア
の
信
す
る
が
如
き
俳
剰
の
消
滅
が
何
故
に
認
め
ら
れ

5
る
が
(
此
貼
に
円
い
て
は
詳
設
を
さ
り
る
o

私
の
近
著

経
抽
桝
等
研
究
所
裁
利
子
の
巌
密
勤
準
設
参
照
)
O

第
三
、
資
本
家
の
俄
剰
が
資
本
家
の
自
由
競
宇
に
よ
ち
て
も
消
滅
札

せ
A
Y
ご
見
得
る
唯
一
の
可
能
は
、
少
(
ご
も
私
に
、

た
い
弐
の
前
提
に
於

τの
み
存
す
る
。
郎
も
、
生
産
せ
ら
れ

た
る
財
の
稀
少
の
故
に
、
そ
の
債
格
が
生
産
費
Z
交
捗
な
〈
専
ら
需
要
の
数
量
ご
供
給
数
日
昼
ご
の
闘
係
に
よ
り
て

論

援

調
占
の
本
質

第
十
丸
巻

(
第
六
凱

四

) 
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論

議

第
十
九
巻

四

凡
三
四

(
第
六
挽

喝
占
の
本
質

定
ま
る
(
私
の
遁
べ
来
れ
る
多
占
債
格
の
一
種
)
、
郎
も
競
争
は
資
本
の
快
乏
の
故
に
、
僅
少
な
る
限
度
に
於
て
よ

h
，
行
は
れ
宇
=
一
五
ム
前
提
で
ゐ
る
。
然
れ
ど
も
、
今
日
、
生
産
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
財
は
一
般
に
炉
、
る
性
質
を
有

す
る
も
の
に
非
ゃ
。
所
謂
任
意
に
増
加
し
得
べ
き
財
に
ゐ
り
で
は
其
債
格
常
に
岸
産
費
を
追
う
て
低
下
L
っ
、
ぁ

る
を
見
品
。
私
は
か
、
る
立
場
に
よ
り
て
は
超
費
倹
剰
の
存
在
が
何
等
論
澄
[
得
ら
れ
ざ
る
を
思
ふ
。

ペ
エ
ム
・

バ
ヲ
グ
が
ラ
y
ド

9
4
は
生
産
物
ご
生
産
財
の
問
の
岡
田
値
の
差

EbEz--
に
費
し
て
一
般
的
に
何
等
の
説
明
を
も

奥
へ
や
ご
一
五
へ
る
を
以
し
工
一
決
し
て
失
嘗
の
言
葉
な
り

Z
は
信
じ
な
い
。

第
四
、
な
は
一
の
附
言
を
許
き
る
、
な
ら
ば
次
の
如
〈
に
述
べ
た
い
。
教
授
に
よ
り
て
総
務
力
の
不
卒
等
の
存

せ
ゴ
る
所
に
何
等
「
品
開
剰
刺
盆
し
の
後
生
せ

F
る
事
は
反
樋
し
て
力
説
せ
ら
れ
た
、
併
し
な
が
ら
経
済
力
の
存
す
る

所
必
然
的
に
徐
剰
の
成
立
す
べ
き
道
理
に
至
り
て
は
未
だ
明
に
開
〈
こ
ご
を
得
な
い
ヘ
而
も
甲
あ
る
所
に
乙
な
し

芭
一
耳
ム
事
は
必
中
し
も
甲
な
き
所
に
乙
ゐ
h
z
一
式
ふ
論
詮
た
り
得
な
い
さ
思
品
。
私
己
雄
も
所
謂
経
済
力
の
不
卒

等
の
存
す
る
所
多

f
の
場
合
に
於
て
徐
剰
の
形
成
せ
ら
る
、
こ
正
を
疑
は
ぬ
、
然
れ
ど
も
購
買
力
又
は
所
有
扶
態

の
不
卒
等
が
何
故
に
必
や
徐
剰
を
伴
ふ
や
、
正
常
利
潤
Z
所
請
階
級
組
側
占
ご
の
悶
に
必
然
的
聯
絡
が
如
何
に
し
て

存
す
る
や
。
こ
れ
が
中
心
の
問
題
で
あ
0
.
明
』
れ
に
し
て
設
明
し
謹
さ
れ
ざ
る
以
上
は
、
濁
占
概
念
を
慌
げ
て
経

防
力
の
不
卒
等
の
す
べ
て
を
包
括
せ
し
む
る
こ
古
到
底
是
認
し
難
し
吉
田
ω
ム。

Positive Theコrie，11 nd. S. 339; Landry， Interet de 

89， 91， 99， 146; cf. ptto Conrad， Lohn und Rente， 1909・

Bohm-Bawerk， 

capital， pp. 88， 

19) 
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v士
耶日

論

な
は
今
結
論
己
一
耳
ふ
見
出
し
の
下
仁
、
述
べ
来
れ
る
私
見

ω概
略
を
記
L
、
毛
れ
に
説
い
て
著
し
〈
議
さ
い
Y

る

も
の
を
附
け
加
へ
た
い
ご
思
ふ
。
私
は
濁
占
概
念
を
決
定
す
る
に
於
て
、
決
し
て
世
上
の
帯
義
に
の
み
泥
h
u

べ
し

ぜ
云
ふ
に
非
ず
、
又
従
来
の
事
史
的
用
義
に
従
ム
ペ

L
ご
主
張
す
る
の
で
も
な
い
。
経
済
準
理
論
の
構
成
の
上
に

重
要
な
る
役
目
を
演
じ
得
べ
き
濁
占
の
概
念
を
求
む
べ
し
ご
一
式
ふ
の
み
、
此
要
求
に
忠
寅
な
ら
む
が
潟
に
は
、
世

土
の
常
義
e
T
離
品
、
も
叉
は
同
学
史
的
慣
例
eT
脱
す
る
も
そ
れ
は
問
ふ
所
で
は
な
い
。
従
ひ
て
利
潤
一
般
に
つ
い
て

所
謂
猫
占
設

z主
張
す
る
諸
問
学
者
的
見
解
に
し
て
成
立
す
る
な
ら
ば
、
濁
上
白
り
概
念
を
極
め
て
康
〈
推
し
蹟
む
る

事
、
寧
ろ
嘗
然
な
り
ご
信
?
る
。
か
、
る
見
解
さ
云
ふ
の
は
次
の
如
き
事
柄
を
意
味
す
。
一
所
謂
康
義
の
濁
占
師

t
，
経
務
的
不
平
等
の
存
す
る
所
に
は
常
に
必
宇
超
費
憐
剰
を
生
守
る
。
二
一
狭
義
の
濁
占
が
利
潤
を
も
た
ら
す
の
も

其
越
に
於
て
は
此
利
潤
一
般
又
は
正
常
利
潤
の
成
立
ご
異
な
ら
宇
。
か
、
、
る
内
界
の
巾
、
前
者
成
立
し
得
F
ら
ぱ

狭
義
の
濁
占
ご
然
ら
F
る
濁
占
ご
を
混
同
す
る
事
が
許
吉
れ
す
、
後
者
成
立
L
得
さ
ら
ば
、

か
の
経
糖
的
不
平
等

一
般
を
濁
占

J

正
し
て
包
括
す
る
事
が
許
き
れ
な
い
。
然
る
に
私
の
信
A
Y
る
所
で
は
こ
れ
ら
の
こ
の
内
容
己
も
に
存

立
し
得
る
も
の
に
非
宇
。

経
揖
問
的
不
平
等
を
A
B
の
二
類
に
分
つ
。
債
格
吉
生
産
費
ご
の
聞
の
開
き
・
一
五
は
wv

超
費
除
剰
は
た
い
Y
B
の
存

論

叢

調
占
の
本
質

第
十
九
巷

(
弟
穴
慌

同

) 

λ
三
五



品
岬

震

八
三
六

(
第
六
掠

燭
占
白
本
質

第
十
九
巻

四
凹
)

す
る
所
に
の
み
成
立
す
る
。

A
の
存
立
が
レ
か
に
編
著
に
て
も
、

毛
れ
の
み
に

τは
炉
の
徐
剰
が
成
り
立
ち
得
な

い
。
又
、
狭
義
の
組
問
占
債
格
の
成
立
の
機
構
E
其
他
の
超
費
品
開
剰
の
形
成
せ
ら
る
、
道
行
Z
の
聞
に
は
著
し
き
差

異
が
ゐ
る
o
従
ひ
て
、
こ
れ
ら
の
間
の
士
口
き
境
界
線
を
撤
腐
す
べ
き
何
等
の
理
由
も
存
上
な
い
。
経
糖
的
不
平
等

の
中
A
Z
云
ふ
は
所
謂
階
級
濁
占
に
外
な
ら
ぬ
。

私
が
比
濁
占
の
本
質
を
以
て
債
格
の
指
令
に
あ
'
P
Z
な
し
た
る
駄
に
つ
い
て
な
ほ
一
二
の
冊
却
を
附
記
し
党
ぃ
。

忍
は
濁
占
を
以
て
た
い
漠
然
正
、
供
給
の
支
配
叉
は
供
給
の
車
獅
支
配
に
あ
り
£
云
ふ
説
明
に
岨
到
し
て

(
か
、
る

言
葉
は
グ
ィ
イ
ザ
ア
に
も
オ
ヲ
ベ

y

』
イ
マ
ア
に
も
、
主
(
他
種
々
な
る
事
者
に
認
酌
ら
れ
る
が
可
決
し
て
之
を

非
な
り
ご
す
る
も
の
で
は
な
い
、

た
uy

こ
れ
を
以
一
て
殆
ど
何
物
を
も
諮
ら
古
る
も
の
な
り
正
す
る
。
従
ひ
て
真
に

一
歩
合
進
り
る
こ
芭
に
よ
h
，
何
物
を
か
過
ぺ
む
芭
欲
し
て
、

こ
れ
を
英
債
格
指
令
ご
云
ふ
機
能
の
中
に
求
め
得
た

の
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
か
、
る
意
味
に
於
て
常
に
供
給
の
軍
意
的
増
減
又
は
調
節
が
た

h
中
考
へ
ら
れ
こ
れ
が
濁

占
の
本
質
な
り
で
見
ら
れ

τゐ
る
の
に
、
何
故
之
を
斥
り
た
る
か
。
之
を
斥
け
る
の
は
、
債
格
古
供
給
数
量
ご
の

一
一
面
の
中
、
前
者
に
重
心
を
置
〈
も
の
で
あ
る
。
今
試
み
に
濁
占
贋
格
に
閲
す
る
ク
ル
ノ
ォ
の
法
則
を
見
よ
。
濁

占
者
が
貰
ら
む
Z
す
る
数
量
に
し

τ
一
定
な
ら
ば
頁
ら
る
べ
き
債
格
は
任
意
に
非
十
、
責
ら
む
Z
す
る
債
格
に
し

て
定
ま
ら
ば
貰
ら
る
〈
き
数
量
は
任
意
に
非
十
、
畢
克
二
者
の
中
一
方
が
自
由
盟
敷
な
ら
ば
他
は
之
に
従
ひ
て
愛
宇

犯
る
。
若
し
此
見
方
に
し
て
債
格
、
数
量
の
二
者
の
中
何
れ
か
い
環
め
一
定
せ
ら
れ
得
る
も
の

Z
解
稗
せ
ら
れ
得
べ

20) Cournot， Mathematical Principlcs， chap. V. g 26; cf. Pantaleoni， Pure 

Economics， p. 150 



〈
ば
、
双
方
の
何
れ
を
重
し
ご
す
る
誇
仁
も
行
か
肉
筆
円
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
此
見
方
を
花
は
採
ら
な
い
o
粗
削
占
者

が
或
る
場
合
に
は
痕
格
伝
の
み
定
め
或
る
場
合
に
は
債
格
を
の
み
定
め
る
さ
一
五
ふ
事
は
事
費
に
認
め
得
ら
れ
な

ぃ
。
従
ひ
て
結
局
双
方
の
何
れ
が
決
定
的
な
る
か
を
考
へ
得
る
o

私
は
こ
れ
を
先
つ
濁
占
者
が
何
を
な
し
得
る
や

の
勅
か
ら
見
る
。
彼
が
濁
占
の
す
町
、

τの
場
合
を
遁
じ
て
な
し
う
る
所
は
債
格
の
指
令
に
あ
る
、
而
し
て
供
給
数

量
を
決
定
し
得
ゴ
る
場
合
が
あ
り
、

か
t
て
も
此
場
合
が
濁
占
で
ゐ
る
の
に
妨
げ
ぬ
。

こ
れ
は
前
に
迅
ぺ
た
る
通

り
で
め
る
。
次
に
、
猫
占
者
が
何
を
意
志
す
る
や
の
酔
却
が
ら
考
へ
る
(
-
-
れ
は
附
随
的
の
見
方
で
あ
る
が
)
。
勿
論

彼
の
意
志
す
る
所
は
一
定
債
格
に
於
て
一
定
数
量
を
貰
ら
む
ご
す
る
こ
ぜ
で
あ
る
、
而
も
此
二
面
の
何
れ
に
重
心

が
存
す
る
の
で
あ
る
か
。
彼
は
償
格
の
如
何
に
拘
は
ら
宇
一
定
の
数
量
を
貰
る
さ
云
ふ
の
で
は
な
い
、

こ
れ
は
彼

の
忍
ば

F
る
所
で
ゐ
る
。
彼
は
奴
量
に
積
算
ゐ
る
も
一
定
ゆ
債
格
に
於
て
貰
b
得
品
。
彼
を
勤
か
す
事
扱
き
も
の

は
此
債
格
の
方
面
に
あ
る
。
私
が
決
定
的
な
る
も
の
は
債
格
の
側
に
あ
り
吉
一
再
ふ
は
こ
れ
ら
の
理
由
に
基
〈
。

勿
論
績
格
の
自
由
指
令
乙
し
て
見
た
る
濁
占
が
た
uv
橋
限
の
場
一
令
に
於
て
の
み
存

L
得
る
こ
ご
は
前
に
逃
ぺ
た

る
通
り
で
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
般
の
場
合
に
存
せ

F
る
が
放
を
以
て
、
此
濁
占
概
念
を
排
析
す
べ
き
に

非
宇
Z
思
ふ
o

「
濁
占
を
此
の
如
き
厳
格
な
る
意
義
に
考
へ
る
な
ら
ば
、
現
今
の
経
憐
枇
曾
に
於
い
て
も
殆
ん
ど

嫡
占
は
存
在

L
な
い
ご
云
ふ
事
が
一
再
ひ
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
o

「
典
型
的
濁
占
吉
見
ら
れ
る
如
き
場
合
に
於

い
て
も
其
賞
一
は
唯
比
陵
的
強
大
な
る
支
回
力
を
持
っ
て
居
る
ご
云
ム
事
に
止
る
ご
信
中
る
。
然
ら
ば
濁
占
の
本
質

論

議

蝿
占
の
本
質

第
十
九
巻

(
第
六
焼

凹
豆
)

λ
三
七
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書室

調
占
。
本
質

第
十
九
巻

(
第
六
暁

四
ノ、
) 

ん
三
人

は
何
等
か
の
意
義
に
於
い
て
他
人
よ
り
も
経
済
力
が
強
大
で
あ
る
ご
式
ふ
事
に
求
め
る
方
が
論
理
的
で
あ
る
吉
信

す
る
」
o

此
土
方
教
授
の
論
法
を
推
し
て
行
げ
ば
、
溺
占
ご
な
ら
び
て
他
方
の
限
界
概
念
を
形
づ
〈
る
自
由
競
守

に
つ
い
て
も
次
の
如
く
考
へ
得
ぎ
る
か
。
「
完
全
な
る
自
由
競
守
は
存
し
な
い
、
存
す
る
も
の
は
常
に
或
る
程
度

に
於
て
不
平
等
な
る
も
の
、
勢
立
で
あ
る
o

故
に
自
由
競
守
は
不
平
等
な
る
も
の
、
調
立
さ
見
る
方
が
論
理
的
で

は
な
い
か
」
o
比
論
結
に

L
t
許
き
る
ぺ
く
ば
濁
占
郎
自
由
競
守
己
一
五
ふ
事
に
な
る
か
ご
思
ふ
o

二
者
の
境
界
は

い
づ
ζ

仁
於
て
劃
せ
ら
る
吋
き
で
あ
ら
う
か
o

之
を
外
に
し
て
云
ム
も
、
社
曾
料
血
干
上
の
限
界
的
概
念
は
事
震
に

そ
の
ま
、
の
具
現
を
認
め
得
ぎ
・
る
が
放
に
、

ぞ
の
理
論
的
債
値
を
否
定
し
去
る
ぺ
き
に
非
A
r
t
忠
ム
。

私
の
論
暗
む
さ
預
期
し
た
る
所
は
な
ほ
こ
れ
を
以
て
謹
き
な
い
り
れ
ど
も
、
阪
に
花
見
の
骨
子
を
述
べ
得
た
る

が
放
に
、
主
(
他
の
備

E
を
後
日
に
期
す
る
o

土
方
致
授
に
謝
し
て
本
論
の
執
筆
を
約
し
て
よ

b
阪
に

年
を
超

ゆ
、
考
察
準
h
u
こ
さ
な
〈
し
て
私
見
の
依
然
た
る
を
碓
づ
る
の
み
。
数
授
の
犀
利
な
る
研
究
に
謝
し
て
常
に
敬
意

を
梯
へ
る
に
拘
は
ら
子
、

一
々
の
論
結
に
関
し
て
敢
て
自
身
の
考
を
主
張
す
る
も
の
、
買
は
其
裁
に
よ

h
て
自
ら

の
誤
謬
を
正
し
得
む
正
す
る
に
外
な
ら
ぬ
。
叙
越
の
便
宜
的
匁
に
濁
断
の
形
式
を
以
て
論
を
行
れ
る
結
果
、
言
句

織
を
夫
す
る
も
の
多
ヨ
を
詰
る
、
切
に
数
授
の
寛
容
を
乞
ム
。

-
Lさ
一
回
、
入
、
一
三
、
午
前

12吋
ま
裂
の
雨
を
き

Z
L

俸
を
郷
里
の
家
に
捌
〈
。
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